
法改正に伴う令和５年度施行分の省令・告示改正について

１．特定有限責任事業組合の算定特例に関する省令・告示改正について

◼ 事業協同組合等算定特例の対象に、省令上においても、特定有限責任事業組合を追加する。

◼ 現行の厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則で定められている要件と同様に、特定有限責任事業組
合の要件として、中小企業者のみがその組合員となっていること等を定めるとともに、特定有限責任事業組
合の解散の事由が生じた場合の措置（解散時において、特定有限責任事業組合が雇用する障害者である労働
者を組合員たる事業主が雇用すること等）を定める。

◼ 上記に伴い、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の関係規定の削除や、必要な様式（告示）の改
正を行う。

２．在宅就業団体の登録要件の緩和に関する省令・告示改正について

◼ 登録申請に必要な提出書類を一部簡素化するため、これまで求めてきた、役員の略歴、在宅就業障害者が
実施する物品製造等業務の種類等の書面の添付を不要とする。

◼ また、法律上の登録要件の緩和（管理者の専任要件の削除）に伴い、登録申請時に求める添付書類として
の書面等に関する規定において、管理者に関し、「専任の」を削る。

◼ 上記に伴い、必要な様式（告示）の改正を行う。

○ 今般の法改正において、令和５年度から施行されるものとして、①在宅就業障害者支援制度の登録要件の緩和、②事業
協同組合等算定特例への「特定有限責任事業組合」の追加がある。

○ これに伴い、分科会の意見書を踏まえ、必要な省令や告示の改正を行う必要がある。
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